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■スペシャルオリンピックスとは？
スペシャルオリンピックス（以下「ＳＯ｣と表

記｡)とは、知的発達障害のある人たちに様々
なスポーツトレーニングとその成果の発表の場
である競技会を年間を通じて提供している国
際的なスポーツ組織です。１９６８年、故ケネディ
大統領の妹ユニス・ケネディ・シュライバーが、当
時スポーツを楽しむ機会が少なかった知的障
害のある人たちに、スポーツを通じた社会参加
を応援するために設立したものです。「ＳＯ」の
名称が複数形になっているのは「いつも、どこ
かで、だれかが、スポーツをしている」ということ
を表しています。また、「ＳＯ」では、これらのス
ポーツ活動に参加する知的障害のある人たち
を「アスリート」と呼んでいます。参加するアス
リートが、スポーツを通じて健康や体力を養い、
喜びを感じ、家族や他のアスリート、そして地域
の人 と々交流することで社会性を育むことをめ
ざしています。

■スペシャルオリンピックス日本・奈良設立
設立のきっかけは、現在事務局をおいている

「あゆみの会」のボランティアさんから、スペシャ
ルオリンピックスの存在を聞いたことです。
「ＳＯ」の「障害のある人たちと共に生きる地域
を創る」という理念に共感し、その実現のため
のひとつのアクションとして是非、奈良にも
「ＳＯ」を設立しようということになったのです。そ
して、多くのボランティアさんや賛同者の協力を
得て、２００７年２月、スペシャルオリンピックス日
本・奈良（以下「ＳＯＮ・奈良」と表記。）が誕生
したのです。

■活動の中でめざすもの
「ＳＯＮ・奈良」では、「ナンバーワン」を決める
のではなく、誰でもオンリーワンの存在だというス
タンスで、アスリート一人ひとりと向き合っていま
す。また、「アスリート本人」、「ボランティアの
コーチ」、「家族」の３者が協力し合いながら、
ひとつになって活動することがとても大切だと考
えています。アスリートが、自身で立てた目標に
向かってスポーツに取り組み、継続する中で、
成長する楽しみ、達成する喜びを、共に分かち
合うことができる関係が育まれるよう工夫しなが
ら、活動を続けています。
　「ＳＯＮ・奈良」では、水泳、陸上、バスケットな

NPO法人
スペシャルオリンピックス日本・奈良

ど様々な競技に取り組んでいます。コーチもまた
ボランティアで行っていますが、アスリートの特
性を理解するための学習の機会を提供するな
どして、スムーズな活動につなげています。
　アスリートが地域でスポーツ活動を行うこと
で、地域の人々にその存在を知ってもらうことが
できますし、また、アスリートは特別な存在なので
はなく、地域の一員としてあたり前の存在とし
て、受け入れられることにつながるのでは、と
思っています。

■「SON・奈良」のこれから
「ＳＯ」の活動は、原則８歳以上の人が対象
ですが、私たちは就学期前の子どもたちにも、ス
ポーツに親しんでもらえるようなプログラムも同時
に展開しています。幼少のころからスポーツをす
ることで心身の成長を促し、成長してからもス
ポーツを続けることに繋がっていくのでは、と期
待しています。
　「ＳＯＮ・奈良」では、アスリートの成長を確認
する記録会も行っています。「１番」を決めるの
ではなく、それぞれの目標を達成できたかどうか
を確認し、その頑張りをみんなで認めて褒める
ことが最大の目的です。身近にいるコーチや家
族に褒めてもらうという経験が、スポーツだけで
なく日常の生活も頑張ることができるようになる
など日々の生活に還元され、活かしていけるの
です。
　アスリートの頑張っている姿が、共に活動して
いるボランティアにも頑張る力を与えてくれます。
そんな共に元気になれる活動にしていきたいと
思っています。アスリート本人、コーチ、家族の３
者が、みな楽しめるということが「ＳＯ」活動の醍
醐味です。ぜひみなさんも、私たちの活動に参加
してください。さらに活動の理念がたくさんの人に
理解され、拡がっていくことを期待しています。

「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」
平成28年4月1日より施行されました。
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～お互いを思いやり、安心して幸せに
くらすことができる社会をめざして～

例えば・・・

◇親に障害があることを理由に、子ども
の保育園への入園を認めないこと。
◇対応を後回しにしたり、サービス提供
時間を変更又は限定したりすること。
◇車いすを理由に、タクシーの乗車を拒
否すること。
◇障害のある人本人の意思を確認せず、
家族又は行政のみと相談して施設への
入所を決めること。

など。

　障害のある人もない人もともに暮らし
やすい社会の実現は誰もが望んでいると
ころですが、今なお、障害や障害のある
人への理解不足等により、障害のある人
が生活の様々な場面で暮らしにくさを感
じています。
　この条例は、そうした問題をなくし、障
害のある人もない人もお互いにかけがえの
ない個人として尊重し合いながら、安心し
て幸せに暮らすことができる社会づくりを
目的にしています。

なぜ、この条例が制定されたの？
　誰もが納得できる理由や、やむを得ない理
由なく、障害を理由として、サービスの提
供を拒否したり、制限したり、条件をつけ
たりすることです。

「不利益な取扱い」って？

　障害のある人から、何らかの配慮を求め
る意思の表明があった場合に、その実施に
伴う負担が重たくないのに、必要かつ合理
的な配慮をしない行為をいいます。必要な
配慮については、一人ひとり違ってきま
す。困っている様子を見かけたり、配慮を
求められたりしたときは、できる限り力に
なるように心がけましょう。

「合理的な配慮」って？

　この条例では、「何人も障害を理由とす
る差別をしてはならない」としており、公
的機関はもちろんのこと、企業や団体、個
人など、全ての人を対象としています。
　「障害を理由とする差別」には、「不利
益な取扱い」と「合理的な配慮の不提供」
があります。

すこしの心くばりをあたりまえに

　私たち一人ひとりが障害のことを理解し
て、それぞれの立場でできる配慮や工夫を
することにより、障害のある人だけではな
く、全ての人にとって暮らしやすい社会に
なっていきます。障害のある人もない人
も、ともに安心して幸せに暮らすことがで
きる奈良県をつくりましょう。

だれもが暮らしやすい社会に

例えば・・・

◇障害のある人から申し出があった時は､
ゆっくりと分かりやすいことばで説明
すること。
◇筆談、手話、読み上げ、点字、拡大文
字等のコミュニケーション手段を用い
ること
◇車いすの人が手の届かない上の方に
ある商品は代わりにとって渡す。

など。


